
 

 

 

 

 

 

 

事 務 連 絡 

 

各介護保険指定事業者 様 

 

香川県長寿社会対策課 

在宅サービスグループ 

 

介護保険電子メール同報配信システムに係る 

メールアドレスの登録について 

 

平素は、本県高齢者福祉行政の推進につきまして、格別のご理解とご協力をいただき厚くお

礼申し上げます。 

さて、本県においては、即時に情報を伝達し、事務の簡素化を図るため、メールアドレスを

登録した事業所に対して、「介護保険電子メール同報配信システム」にて電子メールを活用した

介護保険等に関する情報提供や説明会の開催案内等を配信しております。 

 つきましては、同システム趣旨をご理解のうえ、メールアドレスを登録いただきますよう、

よろしくお願いします。なお、今後県からの連絡は同システムのみとなります。（郵送等による

通知は原則行いません。）また、登録のできない場合は別途対応いたしますので下記連絡先まで

連絡してください。 

 

記 

 

１．登録・登録解除方法等 

登録、登録解除は「かがわ介護保険情報ネット」にて行います。 

かがわ介護保険情報ネット：https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/kaigo/ 

登録・解除画面：https://www.kagawa-kaigo-douhou.jp/entry/ 

 

2．注意事項 

 ・メールアドレスの登録は事業所番号のある各事業所毎に 3つ以内とします。 

 ・事業所等からの県長寿社会対策課への質問等は、本システムにより配信された電子メール

に返信せず、従来どおり電話、FAXによりお願いします。 

 

3．連絡先 

  香川県長寿社会対策課 在宅サービスグループ 原岡・包末 

  TEL :087-832-3269 FAX:087-806-0206  
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かがわ介護保険情報ネットのトップページから「同報システムメンバー登録」をクリックしま

す。 

 

メニューの新規登録を選び、新規登録(仮登録)に事業所番号とメールアドレスを入力し、

次へをクリックします。 

 

仮登録により、確認メールが配信されますので、本登録をしてください。 

これによりメンバー登録は完了です。 

※複数の事業所がある場合は、必ずそれぞれの事業所番号で登録をお願いします。 

 

 

ここをクリック 
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第３号様式（第４条関係） 
 

変 更 届 出 書                

年  月  日 

香川県知事 殿 

届出者 住 所              

氏 名             ◯印 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので、介護保険法第75条第1項（第82条第1項、第89
条、第99条第1項、第111条、第115条の5第1項）の規定により届け出ます。 

 介護保険事業所番号           

名 称 

指 定 内 容 を 変 更 し た 事 業 所 ( 施 設 ) 所在地 
 
電話番号（    ）   － 

サ ー ビ ス の 種 類  

変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 

１ 事業所(施設)の名称 (変更前) 

２ 事業所(施設)の所在地 

３ 主たる事務所の所在地 

４ 代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所及び職名 

５ 

 

定款・寄附行為等及びその登記事項証明書・条例
等(当該事業に関するものに限る。) 

６ 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 

７ 
備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問
入浴介護事業に限る。) 

８ 

 

事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、
住所及び経歴(介護老人保健施設を除く。) 

９ 
サービス提供責任者の氏名、生年月日、住
所及び経歴 

10 運営規程 

  

11 協力医療機関又は協力歯科医療機関 (変更後) 

12 事業所の種別 

13 
提供する居宅療養管理指導及び介護予防居
宅療養管理指導の種類 

14 
事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホー
ムの場合の単独型･空床利用型･併設型の別) 

15 入院患者又は入所者の定員 

16 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病
院等との連携・支援体制 

17 
福祉用具の保管・消毒方法（委託している
場合にあっては、委託先の状況） 

18 併設施設の状況等 

19 役員の氏名、生年月日及び住所 

20 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

 

変  更  年  月  日    年   月   日 

担当者名（連絡先 電話番号）  
備考 １変更があった事項については、該当する番号を○で囲んでください。 

２変更内容が分かる書類を添付してください。 

３氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。 
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  変更内容 添付書類 

1 事業所（施設）の名称 運営規程 等 

2 事業所（施設）の所在地 

変更後の平面図、変更前の平面図、位置図、土地の公図、土地及び建

物の登記事項証明書、賃貸借契約書 等（写真が必要な場合もありま

す。） 

3 主たる事務所の所在地 
定款又は寄附行為（定款又は寄付行為の記載に変更がある場合）、登

記事項証明書 等（登記事項証明書は間に合わなければ後送可） 

4 
代表者（開設者）の氏名、生年月日、住所及

び職名 

定款又は寄附行為（定款又は寄付行為の記載に変更がある場合）、登

記事項証明書 等（登記事項証明書は間に合わなければ後送可） 

5 
定款・寄付行為等及びその登記事項証明書・

条例等（当該事業に関するものに限る。） 
変更に係る定款又は寄附行為、登記事項証明書 等 

6 事業所（施設）の建物の構造、専用区画等 変更後の平面図、変更前の平面図、構造図 等 

7 
備品（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入

浴介護事業に限る。） 
事業所の設備等に関する項目一覧表 

8 
事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日、

住所及び経歴 

（管理者）経歴書、勤務形態一覧表、雇用関係書類（雇用契約書又は

辞令等）、誓約書、役員名簿（管理者の記載・印のみで良い） 

9 
サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所

及び経歴 

（サービス提供責任者）経歴書、勤務形態一覧表、雇用関係書類（雇

用契約書又は辞令等）、2級の人は 3年以上の実務証明書、介護給付

費請求書の写し（前 3月分） 

10 運営規程 

新しい運営規程全体 

古い運営規程（新旧対照表等により明確に変更点が記載されていれば

省略可） 

○居宅サービスの従業者の員数のみの変更については、変更届の提出

を省略できる場合があります。（詳細は、平成２７年３月２日付け２

６長寿第７３６１３号長寿社会対策課長通知をご覧ください。）なお、

変更届の添付書類は、雇用関係書類（雇用契約書又は辞令等）、資格

証、勤務形態一覧表です。 

11 協力医療機関又は協力歯科医療機関 協力医療機関等との協定書等の写し 

12 事業所の種別 種別を変更したことが確認できる書類 

変更届（第３号様式）添付書類一覧 
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＊下線は、県で様式があるもの 

＊波線は、写しの場合、原本証明が必要なもの 

 

13 
提供する居宅療養管理指導及び介護予防居

宅療養管理指導の種類 
種別を変更したことが確認できる書類 

14 
事業実施形態（本体施設が特別養護老人ホー

ムの場合の単独型・空床利用型・併設型の別） 

・指定に係る記載事項（該当サービスの付表） 

・事業実施形態を変更したことが分かる書類 

15 入院患者又は入所者の定員 
・運営規程 

・変更後の施設平面図、変更前の施設平面図 

16 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院

等との連携・支援体制 
  

17 
福祉用具の保管・消毒方法（委託している場

合にあっては、委託先の状況） 
委託契約書、標準作業書 

18 併設施設の状況等 併設する施設の概要の分かるパンフレット等 

19 役員の氏名、生年月日及び住所 
役員名簿、役員の変更が確認できる書類（議事録又は登記事項証明

書）、誓約書 

20 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 
資格証(顔写真入り）、介護支援専門員一覧、勤務形態一覧表、雇用

関係書類（雇用契約書又は辞令等） 

  この他、必要と判断した書類があれば別途提出を求めることがあります。 

23



 

 

２６長寿第７３６１３号 

平成２７年 ３月 ２日 

 

 

各指定（介護予防）居宅サービス事業所 管理者 様 

（高松市内に住所を有する事業者を除く） 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

指定（介護予防）居宅サービス事業所等に係る変更届の取り扱いについて 

 

 

標記について、介護保険法第７５条第１項及び第１１５条の５第１項の規定に基づき、厚

生労働省令で定める事項に変更が生じた場合には、変更後１０日以内に変更届を提出するこ

ととなっていますが、「運営規程」における従業者の員数のみの変更について、次のとおり取

り扱うこととしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 対象サービス （介護予防）訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、

（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）通所介護、（介護予防）

通所リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉

用具販売 

 

２ 内容    （１）４月１日時点の従業者の員数が、前年４月１日の従業者の配置状況と比

較して増減があり、下記（２）の条件を全て満たす場合は、４月１日の配

置状況を４月末までに提出してください。この場合は、上記以外の時期に

従業者の員数に係る変更届の提出の必要はありません。 

        （２）条件 

① 管理者の変更でないこと。 

② サービス提供責任者（訪問介護）の変更でないこと。 

③ 介護保険法第７０条の２又は第１１５条の１１に基づく指定の更新を 

受けるものでないこと。 

④ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 

１１年３月３１日厚生省令第３７号）及び「指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

24



 

 

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚

生労働省令第３５号）に定める人員基準を満たしていること。 

⑤ 従業者の員数の変更により、介護報酬算定体制に変更（加算、減算）

が 

ないこと。 

⑥ 制度改正等により従業者に係る保有資格の確認が必要な場合や指導監  

査の改善報告等により県が変更届の提出を求めていないこと。 

 

３ 適用日    平成２７年 ４月 １日 

         ただし、平成２７年４月１日に、前回提出の内容から従業者の員数に変更が

あった場合は、従前どおり変更届を提出してください。 

 

４ 留意事項   （１）運営規程の記載について 

            運営規程については、従業者の員数の変更の都度記載を修正してくだ

さい。（変更届の提出は年１回ですが、運営規程はその都度修正が必要で

す。） 

         （２）新規事業者の取り扱い 

            新規事業者の指定の翌年度については、上記２（１）の「前年４月１

日の従業者の配置状況」を「指定年月日の従業者の配置状況」と読み替

えるものとします。 

         （３）管理者又はサービス提供責任者（訪問介護）に変更が生じた場合の取

り扱い 

            管理者又はサービス提供責任者の変更が生じた場合は、従来どおり、

変更届の提出が必要です。その際に、直近の県への届出内容から従業者

の員数に変更が生じている場合には、従来どおり、必要書類を添付して

ください。この場合には、上記２（１）の「前年４月１日の従業者の配

置状況」を「管理者又はサービス提供責任者の変更年月日」と読み替え

るものとします。 

         （４）指定の更新を受ける場合の取り扱い 

            指定の更新を受ける場合には、直近の県への届出内容から従業者の員

数に変更が生じている場合には、従来どおり、変更届の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

在宅サービスグループ 

TEL 087-832-3269 

FAX 087-806-0206 
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事 務 連 絡 

平成２７年 ３月 ２日 

 

各指定（介護予防）居宅サービス事業所 管理者 様 

（高松市内に住所を有する事業所を除く） 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

在宅サービスグループ 

 

指定（介護予防）居宅サービス事業所に係る変更届の留意事項について 

 

 標記については、平成２７年 ３月 ２日付け２６長寿第７３６１３号にて、お知らせしているとこ

ろですが、運用に当たっては、下記の点に留意ください。 

 

記 

 

（１） 下記の参考例の場合は、管理者の変更が１回、従業者の員数の変更が３回あるが、県への届出は、 

平成２６年１０月１日及び平成２７年４月１日のみで可。 

（２） 下記の参考例の場合に、変更届に添付する書類は、次のとおり。 

① 平成２６年１０月１日分 

・管理者の変更に伴う必要書類（管理者経歴書、勤務形態一覧表[平成２６年１０月分]、誓約書、

役員名簿、管理者の雇用契約書（又は辞令）の写し【原本証明要】、資格者証の写し） 

・従業者の員数変更に伴う必要書類（勤務形態一覧表[平成２６年１０月分]、従業者の雇用契約書

（又は辞令）の写し【原本証明要】、資格者証の写し） 

※従業者の雇用契約書（又は辞令）の写し及び資格者証の写しについては、平成２６年４月１日

から変更があった従業者のもののみで可。下記の参考事例の場合には、２名（F、G）が変更に

なっているので、当該従業者のものを添付する。 

※変更届に添付する必要のない従業者の雇用契約書（又は辞令）及び資格者証の写しについても、

事業所において、保管しておくこと。下記の参考事例の場合、１名（E）については、変更届

に添付する必要はないが、事業所において保管しておくこと。 

  ② 平成２７年４月１日分 

   ・従業者の員数変更に伴う必要書類（上記（２）①と同じ。勤務形態一覧表は平成２７年４月分

を添付すること。） 

   ※従業者の雇用契約書（又は辞令）の写し及び資格者証の写しについては、平成２６年１０月１

日から変更があった従業者のもののみで可。下記の参考事例の場合には、１名（I）が変更にな

っているので、当該従業者のものを添付する。１名（H）については、変更届に添付する必要は

ないが、事業所において保管しておくこと。 

（３） 変更届の「変更の内容」欄中、「変更前」欄には、県への直近の届出内容を記載すること。 

① 平成２６年１０月１日分 

26



 

 

下記の参考例の場合には、「変更前」欄に、「管理者 A」、「従業者の員数変更 訪問介護員等 ２

級課程修了者 ３名」と記載し、「変更後」欄に、「管理者 J」、「従業者の員数変更 訪問介護員等 

２級課程修了者 ５名」と記載すること。 

②  平成２７年４月１日分 

   下記の参考例の場合には、「変更前」欄に、「従業者の員数変更 訪問介護員等 ２級課程修了者 

５名」と記載し、「変更後」欄に、「従業者の員数変更 訪問介護員等 ２級課程終了者 ６名」

と記載すること。 

（４） 下記の参考例の場合には、変更届の「変更年月日」欄には、平成２６年１０月１日に係るものに

ついては、「平成２６年１０月１日」、平成２７年４月１日に係るものについては、「平成２７年４

月１日」と記載すること。 

（５） 運営規程は、従業者の員数が変更になる都度、事業所において変更を行っておくこと。その場合、 

運営規程の「附則」欄に変更日の履歴を記載しておくこと。 

 

 

【参考例】 平成２６年４月１日時点での変更届を県に提出しており、管理者が平成２６年１０月１日

に変更し、訪問介護員等の員数が複数回変更となる場合 

 

平成２６年４月１日  管理者 A 訪問介護員等 ２級課程修了者 ３名（B、C、D） 

平成２６年７月１日  管理者 A 訪問介護員等 ２級課程修了者 ４名（B、C、D、E） 

平成２６年１０月１日 管理者 J 訪問介護員等 ２級課程修了者 ５名（B、C、D、F、G） 

平成２６年１１月１日 管理者 J 訪問介護員等 ２級課程修了者 ６名（B、C、D、F、G、H） 

平成２７年４月１日  管理者 J 訪問介護員等 ２級課程修了者 ６名（B、C、D、F、G、I） 

 

   ※参考例に掲げる内容の変更が生じた場合の運営規程附則の記載例 

この運営規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

この運営規程は、平成２６年７月１日から施行する。 

この運営規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 

この運営規程は、平成２６年１１月１日から施行する。 
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事  務  連  絡 

平成２７年３月５日 

 

 

介護保険サービス事業所 

（居宅介護支援事業所を除く） 

 管理者 様 

 

 

高松市健康福祉局長寿福祉部 

介護保険課相談指導係 

 

 

介護保険サービス事業所（居宅介護支援事業所を除く。）に係る 

変更届の取り扱いについて 

 

標記について、介護保険法第７５条第１項、第７８条の５第１項、第８９条、第９９条第

１項、第１１５条の５第１項及び第１１５条の１５第１項の規定に基づき、厚生労働省令で

定める事項に変更が生じた場合には、変更後１０日以内に変更届を提出することとなってい

ますが、「運営規程」における従業者の員数のみの変更について、次のとおり取り扱うことと

しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 内容    （１）４月１日時点の従業者の員数が、前年４月１日の従業者の配置状況と比

較して増減があり、下記（２）の条件を全て満たす場合は、４月１日の配

置状況を４月末までに提出してください。この場合は、上記以外の時期に

従業者の員数に係る変更届の提出の必要はありません。 

        （２）条件 

① 管理者の変更でないこと。 

② サービス提供責任者（訪問介護）の変更でないこと。 

③ 介護保険法に基づく指定の更新を受けるものでないこと。 

④ 人員基準等に係る減算がないこと。 

⑤ 介護報酬算定体制に変更（加算、減算）がないこと。 

⑥ 制度改正等により従業者に係る保有資格の確認が必要な場合や指導監  

査の改善報告等により市が変更届の提出を求めていないこと。 

 

２ 適用日    平成２７年 ４月 １日 
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         ただし、平成２７年４月１日に、前回提出の内容から従業者の員数に変更が

あった場合は、従前どおり変更届を提出してください。 

 

３ 留意事項   （１）運営規程の記載について 

            運営規程については、従業者の員数の変更の都度記載を修正してくだ

さい。（市への提出は年１回ですが、運営規程はその都度修正が必要です。） 

         （２）新規事業者の取り扱い 

            新規事業者の指定の翌年度については、上記１（１）の「前年４月１

日の従業者の配置状況」を「指定年月日の従業者の配置状況」と読み替

えるものとします。 

         （３）管理者又はサービス提供責任者（訪問介護）に変更が生じた場合の取

り扱い 

            管理者又はサービス提供責任者の変更が生じた場合は、従来どおり、

変更届の提出が必要です。その際に、直近の市への届出内容から従業者

の員数に変更が生じている場合には、従来どおり、必要書類を添付して

ください。この場合には、上記１（１）の「前年４月１日の従業者の配

置状況」を「管理者又はサービス提供責任者の変更年月日」と読み替え

るものとします。 

         （４）指定の更新を受ける場合の取り扱い 

            指定の更新を受ける場合には、直近の市への届出内容から従業者の員

数に変更が生じている場合には、変更届の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松市健康福祉局長寿福祉部 

介護保険課相談指導係 

TEL 087-839-2326 

FAX 087-839-2337 
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